
2012 年（平成 24 年）度 

                    
 

 

 

特別支援学級の第1学年児童募集要項 

 

所在地・奈良市高畑町 

              奈良教育大学附属小学校  電話・２７－９２８１ 

                            （特別支援学級専用）  電話・２７－９２８４ 

 
「本校の教育について」と「入学後のきまり」を認められたうえで、出願してください。 
 

◎ 本校の教育について 

◇ 本校は、小学校６ヵ年課程の初等普通教育を行うとともに、国立大学法人奈良教育大

学の附属学校としての役割をもっています。大学の方針に基づき、大学と連携して教育

の理論及び実践に関する研究ならびに、本学の学部学生や大学院学生などの教育実習を

行っています。 

◇ 本校では、子どもを主人公にし、子どもたちが人間的な自立にむけて歩むことをめざ

した教育を行っています。 

また、必要な場合は一人ひとりの子どものニーズに応じて「通級による指導」（個別・

小集団指導）を行います。 

◇ 本校の教育目標は、「すこやかなからだをもった子」「たしかな知識をもった子」「豊

かな心をもった子」「よく働く子」を４つの柱にし、それらを支えることとして「集団

の中でみがきあって伸びる子」をかかげています。ものごとの本質をみきわめて、すじ

道だった考え方ができる子ども、みんなとともに考え自己を正しく表現できる子どもに

育てることをめざしています。 

 

◎ 特別支援の教育について 

 上記（本校の教育について）のことをふまえ、知的な障害をもつ子どもの教育を行いま

す。 
◇ 一人ひとりの子どもの発達と障害および生活の実態とを見きわめながら教育をすすめ

ていきます。 
◇ 特別支援学級の子ども集団を基本にして教育をすすめていきます。また、子どもの発

達に必要な複数の集団を保障します。 
 

入 学 後 の き ま り 

・ 定められた通学範囲内から住居を移した場合は、転校となります。 
・ 負担していただく費用には、ＰＴＡ会費・給食費・学級費などがあります。 

 ・ 任意で加入していただく、つめくさ会（教育後援会）があります。 

 
※入学選考に必要な書類等にご記入頂きました個人情報については、入学選考以外の目的に

は使用いたしません。 



１.募集人員
２.出願資格 ○

○

月日 場所 受付時間

2011年

（平成23年） 24日は午前9時～午後4時 ・

11月24日（木） 25日は午前9時～午後3時

・ ※

11月25日（金） [正午～午後1時までは、休み]

・

・

・

12月1日(木） 午前9時～午後4時

・

12月2日(金） ※ [正午～午後1時までは、休み]

・

1.願書及び入学検定料と引き換えに交付
します。

2.選考等当日必ず持参し、受付で示して
ください。

3.受検票の受検児童氏名欄には、保護者
の手で戸籍どおり正しく記入してくだ
さい。

12月6日（火） 午前9時～9時30分 ・

12月8日(木） 午後3時から
・

午後3時15分

２０１１年(平成２３年）１２月１４日（水）
午前９時から正午まで
附属小学校事務室にて交付します。受検票と印鑑をお持ちください。

５.入学説明会

２０１２年(平成２４年）３月１日（木）

午前１０時４５分～午前１１時３０分
附属小学校1階多目的スペースで行いますので、お越しください。

11月25日(金）

郵送による受付
はできません。

保護者の方のみで結構です。

上履きを必ず持参してください。

願書受付

募集説明会

【受付に必要なもの】

◎入学願書

附属小学校
特別支援学級

附属小学校
事務室

男女の人数を考慮することがあります。

４.入学許可証の交付

◎入学検定料　3,300円

面接と子どもへの諸検査をもとに、該当
するかどうかを判定します。該当する子
どもが募集人員を超えた場合は、抽せん
を行います。ただし、本学附属幼稚園か
らの該当の子どもは抽せんを除き、優先
します。（本学附属幼稚園からの該当の
子どもが、募集人員をこえた場合は、該
当の子どもで抽せんを行います。）

附属小学校
特別支援学級

合格発表

抽せん

選考日

受検票

午後3時10分開始

附属小学校
事務室

2012年（平成24年度）に、小学校第1学年に就学予定の知的な障害をもつ子ども。

事務室で必ず願書を受け取ってから説明
会会場にお越しください。

◎募集内容と出願・選考の方法

３.出願手続きと選考日程

本学より半径10km.以内に在住し、かつ子どもに負担のかからない通学方法で、40分以内で通
学できる範囲であること。

願書配布期間を過ぎてからの配布はでき
ません。

願書用紙の配布

郵送による配布
はできません。

備考

4名を基準としています。

（主要な障害が、視覚障害・聴覚障害・肢体障害の場合は除きます。）

方法・手続き


